
 

 

 新製品づくりに

チャレンジしたい

対象者

 

令
和８
年度

東海村東海村中小企業向け補助制度中小企業向け補助制度東海村東海村中小企業向け補助制度中小企業向け補助制度

製品開発支援補助金

最大１００万円

（補助率 １／２)

※補助対象経費の一部に制限がかかる場合があります。

省エネ診断：最大５０万円

トップランナー基準：最大３０万円

（補助率 １／２)

国内・オンライン展示会：最大３０万円　

国外展示会：最大５０万円

（補助率 １／２)

展示会に出展して

販路開拓したい

チャレンジの半分、村が支えますチャレンジの半分、村が支えますチャレンジの半分、村が支えますチャレンジの半分、村が支えます

中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業（個人事業主・法人）

（注意）販路拡大支援補助金については対象業種に制限あり

村内に事業所または事務所を有する者

同一内容で過去に他の公的機関から補助金等を受けていない者

村税を滞納していない者

購入：最大５０万円

リース・利用：最大１０万円

（補助率 １／２)

デジタルを活用して

業務プロセスを見直したい

省力化・生産性向上設備導入支援補助金

省エネ機器を導入して

電気代を下げたい

省エネ設備導入支援補助金

販路拡大支援補助金

採択実績

・〔金属加工業〕オリジナル錫器
・〔化粧品小売業〕高性能フェイスパウダー

                                                         　など

採択実績

・〔技術サービス業〕GNSS測量機器
・〔印刷業〕受注業務システム　　　　　　　　　　　　　　　など

採択実績

〔飲食業・印刷業〕省エネ性能エアコン　　　　　　　　　など

採択実績

・〔製造業〕スマート工場EXPO
・〔卸売業〕クリニックEXPO                                 　　  など



お問い合わせ先

詳細、申請書類のダウンロードはこちらから（東海村HP）

製品開発支援補助金 省力化・生産性向上設備導入支援補助金

省エネ設備導入支援補助金 販路拡大支援補助金

申請内容や書類作成に
関すること

補助制度や手続き
に関すること

sangyou@vill.tokai.ibaraki.jp 

申請の流れ

実績報告

審査期間１０日前後

事業実施後の効果を測定

補助金を請求

注意事項

東海村経営支援室　商工業コーディネーター
029-212-5700 東海村舟石川駅東3-1-1 

アイヴィル2階　経営支援室
東海村産業政策課産業政策推進担当

029-282-1711
（受付時間：平日8:30〜17:15）

まずは相談！

東海村舟石川駅東3-1-1 
アイヴィル１階

事業内容について商工業コーディネーターに相談
※製品開発補助金の場合は、東海村ビジネスサポー
ト窓口（中小企業診断士）の受診が必須。

２申請書提出

交付決定

３

４

審査

５事業実施

６

７補助金交付

１事前相談

東海村産業政策課に必要書類を添えて提出

申請期間中であっても、予算がなくなり
次第、募集を終了いたします。
交付決定前に着手すると、補助の対象外
となります。
対象経費には制限がありますので、必ず
ご確認ください。
補助金は実績報告後の交付となります。
他の補助制度との併用はできませんの
で、ご注意ください。

事業計画に沿った事業の実施

申請期限
令和８年
１０月１５日（木）まで

申請期限
令和９年
１月２９日（金）まで

申請期限
令和９年
１月２９日（金）まで

申請期限
令和９年
２月２６日（金）まで
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